
構造改革特別区域計画の変更の認定申請書 

 

 

教委第０４－１－１９１号 

平成１８年１月３０日  

 

 

内閣総理大臣 殿 

 

 

三重県知事  野呂 昭彦 

 

 

 

平成１７年１１月２２日付けで認定を受けた構造改革特別区域計画について

下記のとおり変更したいので、構造改革特別区域法第６条第１項の規定に基づ

き、認定を申請します。 

 

記 

 

１．変更事項 

計画書本体  ８  特定事業の名称 

 

  別紙１      １ 特定事業の名称 

        ２ 当該規制の特例措置の適用を受けようとする者 

        ４  特定事業の内容 

        ５ 当該規制の特例措置の内容 

 

  別紙２      １ 特定事業の名称 

        ２ 当該規制の特例措置の適用を受けようとする者 

        ４  特定事業の内容 

        ５ 当該規制の特例措置の内容 

 

２．変更事項の内容 

    別表「新旧対照表」のとおり 



別表（新旧対照表） 

 1

新 旧 
計画書本体 

 

８ 特定事業の名称 

１１３１（１１４３）：修了者に対する初級システムアドミニストレータ試験の午前

試験を免除する講座開設事業 

１１３２（１１４４）：修了者に対する基本情報技術者試験の午前試験を免除する講

座開設事業 

計画書本体 

 

８ 特定事業の名称 

  １１３１：修了者に対する初級システムアドミニストレータ試験の午前試験を免除 

する講座開設事業 

１１３２：修了者に対する基本情報技術者試験の午前試験を免除する講座開設事業 

 

別紙１ 

 

１ 特定事業の名称 

１１３１（１１４３）：修了者に対する初級システムアドミニストレータ試験の午前

試験を免除する講座開設事業 

別紙 

 

１ 特定事業の名称 

１１３１：修了者に対する初級システムアドミニストレータ試験の午前試験を免除 

する講座開設事業 

２ 当該規制の特例措置の適用を受けようとする者 

  三重県立宇治山田商業高等学校（三重県伊勢市黒瀬町札ノ木１１９３） 

  学校法人津田学園 

津田情報ビジネス専門学校（三重県桑名市野田５－３－１２） 

  学校法人協栄学園 

勢京ビジネス専門学校（三重県伊勢市一之木４－１５－１４） 

    三重県立津高等技術学校（三重県津市高茶屋小森町１１７６－２） 

２ 当該規制の特例措置の適用を受けようとする者 

  三重県立宇治山田商業高等学校（三重県伊勢市黒瀬町札ノ木１１９３） 

  学校法人津田学園 

津田情報ビジネス専門学校（三重県桑名市野田５－３－１２） 

  学校法人協栄学園 

勢京ビジネス専門学校（三重県伊勢市一之木４－１５－１４） 

 
４ 特定事業の内容 

(1) 経済産業大臣が告示で定める履修項目に応じた履修計画 

  ①  宇治山田商業高等学校における認定講座      別添１のとおり 

    ②  津田情報ビジネス専門学校における認定講座  別添２のとおり 

    ③  勢京ビジネス専門学校における認定講座      別添３のとおり 

    ④  津高等技術学校における認定講座            別添４のとおり 

    ⑤  上記認定講座の運営に当たって、履修内容の詳細について経済産業大臣もしく 

は独立行政法人情報処理推進機構に相談を行い、助言があった場合には対応する 

こととする。 

(2) 修了認定の基準 

  ① 該当各講座において次の要件を満たした受講生について、修了認定に係る試験を

受験できる有資格者と定める。 

４ 特定事業の内容 

(1) 経済産業大臣が告示で定める履修項目に応じた履修計画 

   別添参照 

(2) 修了認定の基準 

① 該当各講座において３分の２以上（津田情報ビジネス専門学校については４分 

の３以上）出席した受講生について、修了認定に係る試験を受験できる有資格者 

と定める。 

 
（省略） 
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新 旧 
 

学校名 要件 

宇治山田商業高等学校 ３分の２以上の出席 

津田情報ビジネス専門学校 ４分の３以上の出席 

勢京ビジネス専門学校 ３分の２以上の出席 

津高等技術学校 ５分の４以上の出席 

（省略） 
 
５ 当該規制の特例措置の内容 

（省略） 

なお、現時点において、当該事業の実施が可能であるのは４校だけであるが、カリ 

キュラム等の要件が整った教育機関等についても、追加して認定を得る予定である。 

 

５ 当該規制の特例措置の内容 

（省略） 
なお、現時点において、当該事業の実施が可能であるのは県立高等学校１校、専門 

学校２校だけであるが、カリキュラム等の要件が整った教育機関等についても、追加 
して認定を得る予定である。 

別紙２ 

 

１ 特定事業の名称 

１１３２（１１４４）：修了者に対する基本情報技術者試験の午前試験を免除する 

講座開設事業 

別紙 

 

１ 特定事業の名称 

１１３２：修了者に対する基本情報技術者試験の午前試験を免除する講座開設事業 

２ 当該規制の特例措置の適用を受けようとする者 

  三重県立宇治山田商業高等学校（三重県伊勢市黒瀬町札ノ木１１９３） 

  学校法人津田学園 

津田情報ビジネス専門学校（三重県桑名市野田５－３－１２） 

  学校法人協栄学園 

勢京ビジネス専門学校（三重県伊勢市一之木４－１５－１４） 

    三重県立津高等技術学校（三重県津市高茶屋小森町１１７６－２） 

２ 当該規制の特例措置の適用を受けようとする者 

  三重県立宇治山田商業高等学校（三重県伊勢市黒瀬町札ノ木１１９３） 

学校法人津田学園 

津田情報ビジネス専門学校（三重県桑名市野田５－３－１２） 

学校法人協栄学園 

勢京ビジネス専門学校（三重県伊勢市一之木４－１５－１４） 

 
４ 特定事業の内容 

(1) 経済産業大臣が告示で定める履修項目に応じた履修計画 

  ①  宇治山田商業高等学校における認定講座      別添５のとおり 

    ②  津田情報ビジネス専門学校における認定講座  別添６のとおり 

    ③  勢京ビジネス専門学校における認定講座      別添７のとおり 

    ④  津高等技術学校における認定講座            別添８のとおり 

４ 特定事業の内容 

(1) 経済産業大臣が告示で定める履修項目に応じた履修計画 

   別添参照 
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新 旧 
    ⑤  上記認定講座の運営に当たって、履修内容の詳細について経済産業大臣もしく 

は独立行政法人情報処理推進機構に相談を行い、助言があった場合には対応する 

こととする。 

(2) 修了認定の基準 

  ① 該当各講座において次の要件を満たした受講生について、修了認定に係る試験 

を受験できる有資格者と定める。 

学校名 要件 

宇治山田商業高等学校 ３分の２以上の出席 

津田情報ビジネス専門学校 ４分の３以上の出席 

勢京ビジネス専門学校 ３分の２以上の出席 

津高等技術学校 ５分の４以上の出席 

（省略） 
 

 

 

 

(2) 修了認定の基準 

① 該当各講座において３分の２以上（津田情報ビジネス専門学校については４分 

の３以上）出席した受講生について、修了認定に係る試験を受験できる有資格者 

と定める。 

 
（省略） 

５ 当該規制の特例措置の内容 

（省略） 

なお、現時点において、当該事業の実施が可能であるのは４校だけであるが、カリ 

キュラム等の要件が整った教育機関等についても、追加して認定を得る予定である。 

 

５ 当該規制の特例措置の内容 

（省略） 
なお、現時点において、当該事業の実施が可能であるのは県立高等学校１校、専門 

学校２校だけであるが、カリキュラム等の要件が整った教育機関等についても、追加 
して認定を得る予定である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




